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報通信行政･郵政行政審議会 

郵政行政分科会（第６１回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

令和元年５月３１日（金）１３：５８～１４：４６ 

於．総務省第１特別会議室（８階） 

 

第２ 出席した委員（敬称略） 

樋口 清秀（分科会長）、二村 真理子（分科会長代理）、佐々木 百合、 

島村 博之、菅 美千世、多賀谷 一照、 

（以上６名） 

 

第３ 出席した関係職員等 

巻口郵政行政部長、野水郵政行政部企画課長、藤田郵便課長、 

北神国際企画室長、増山信書便事業課長 

事務局：佐藤情報流通行政局総務課課長補佐 

 

第４ 議題 

（１）分科会長の選任及び分科会長代理の指名について 

（２）諮問事項 

ア 郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の 

送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 

【諮問第１１８１号】 

イ ＥＭＳ標準覚書への適合のための国際郵便約款の変更の認可について 

【諮問第１１８２号】 

ウ 万国郵便条約施行規則改正に伴う国際郵便約款の変更の認可について 

【諮問第１１８３号】 
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開  会 

 

○事務局（佐藤） ただいまから、情報通信行政・郵政行政審議会第６１回郵政

行政分科会を開催致します。 

 本日は、委員の皆様が４月１８日に任命されましてから、初めての会合でござ

いますので、皆様の互選により、分科会長が選任されるまでの間、事務局におい

て議事の進行を務めさせていただきます。 

 本日は、委員８名中６名が出席されておりますので、定足数を満たしておりま

す。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めさせていただきます。 

 本日の案件は、分科会長の選任及び分科会長代理の指名、諮問事項３件でござ

います。 

 最初に、分科会長の選任をお願いしたいと思います。情報通信行政・郵政行政

審議会令第５条第４項の規定によりまして、分科会長は委員の互選により選任す

る旨、定めてございます。どなたかご推薦等はございますか。どうぞ。 

○菅委員 分科会長には、樋口委員をお願いしたいと思います。その理由は、皆

さんご存じのとおり、それぞれご見識のある方のお集まりではありますけれども、

前期の行政分科会においても先生がお務めされて、非常にスムーズにいかれたと

思います。また、郵政行政については、樋口先生は高い見識を持っていらっしゃ

る方ですので、今回も適任と考えます。いかがでしょうか。 

○事務局（佐藤） ただいま、菅委員から、樋口委員を分科会長にとのご推薦が

ございましたが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局（佐藤） 樋口委員、よろしゅうございますか。 

○樋口委員 ありがとうございます。微力でございますが、務めさせていただき

ます。 

○事務局（佐藤） ありがとうございます。それでは、樋口委員を郵政行政分科

会分科会長に選任することとし、この後の議事の進行につきましては、分科会長

にお願いしたいと思います。 

 それでは、樋口分科会長、分科会長席にお移りいただきまして、議事進行をよ
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ろしくお願い致します。 

（分科会長着席） 

○樋口分科会長 早稲田大学の樋口でございます。ただいま、当分科会の会長に

推挙されました。当分科会は、郵便事業及び信書便事業について、いずれも国民

生活に非常に重要な議題がたくさんあります。今後も、ますます当委員会の重要

性は増すものと考えられております。 

 委員の皆様方、関係各位のご尽力、ご協力をいただきまして、会議を円滑に進

めていきたいと存じます。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、議事を進めていきたいと思います。まず、私が分科会長として審議

会を主宰できない場合の代行をお願いする分科会長代理を決めておきたいと思い

ます。分科会長代理は、情報通信行政・郵政行政審議会令第５条第６項の規定に

より、分科会長が指名することになっておりますので、私から指名をさせていた

だきます。 

 分科会長代理には、二村委員にお願いしたいと思いますが、お引き受けいただ

けますでしょうか。 

○二村委員 謹んでお引き受け致します。 

○樋口分科会長 ありがとうございます。それでは、二村委員には分科会長代理

席にお移りいただきます。よろしくお願いします。 

（分科会長代理着席） 

○樋口分科会長 よろしいでしょうか。二村分科会長代理に、一言ご挨拶をお願

い致します。 

○二村分科会長代理 東京女子大学の二村でございます。微力ではございますけ

れども、分科会長代理として樋口分科会長を補佐させていただきます。また、皆

様のご協力を得た上で、的確に審議を進めるべく尽力していきたいと思いますの

で、何卒よろしくお願い申し上げます。 

○樋口分科会長 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまい

ります。 

 最初に、諮問第１１８１号「郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間

事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」につい

て、総務省から説明をお願い致します。 
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○藤田郵便課長 郵便課長の藤田でございます。よろしくお願い致します。諮問

の内容につきまして、資料６１－１、８ページの概要説明に沿って、ご説明を致

します。 

 まず、改正の背景でございますが、ご案内のように、令和元年１０月１日から、

消費税率が８％から１０％に引き上げられることが予定をされております。公共

料金等の改定申請がなされる場合には、税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本とし

て対処することが政府方針とされており、郵便料金につきましても、改定する場

合にはこの方針に基づくこととなります。 

 郵便料金の多くは、届出、一部は認可を要するものですが、第一種郵便物で

２５グラム以下の定形郵便物につきましては、軽量の信書の送達の役務が、国民

生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価、その他の事情

を勘案して、郵便法施行規則に定める上限金額を超えてはならないとされており

ます。 

 この上限金額は、その規則において８２円とされておるところでございますが、

これは現在の料金と同額になっているところでございます。このため、郵便料金

全体に消費税率引き上げ分を円滑かつ適正に転化するには、あらかじめ郵便法施

行規則で定める上限金額を改正する等の所要の措置を講ずる必要がございまして、

関係規則の改正案をお諮りするものでございます。 

 具体的な改正の内容は、前に戻って恐縮ですが、３ページの新旧をご覧くださ

い。郵便法施行規則の第２３条の定形郵便物の料金の上限というものがございま

して、改正前のところに８２円と、このように記載されております。そこを

８４円に改正したいとするものです。 

 この８４円の理由につきましては、また８ページに戻っていただきますと、現

行の８２円に消費税率の引き上げ分として１０８分の１１０を掛け、これで計算

しますと８３.５２円となります。それを１円未満は四捨五入をしますと、８４円

ということでございます。 

 また、一般信書便のサービスにつきましても、現在参入はございませんが、競

争条件を同等とする観点から、制度上、同様の規定を整備しておりまして、これ

につきましては、新旧でいいますと、６ページになりますが、同じような規定が

ございまして、こちらの規則も改正しようとするものでございます。 
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 なお、この施行日でございますが、消費税率の引き上げの根拠法であります社

会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の

一部を改正する等の法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行日にあわせて、当

改正規則を施行することとしております。 

 今回の諮問に先立ちまして、省令案の意見募集を４月６日から５月１０日にか

けて行ったところでございます。これは９ページ以降にございますが、提出され

た意見は、案と無関係なものと判断されるものが１件ございましたが、それを含

めて９件ございました。提出された意見、それらに対する考え方というものは、

９ページ以降に記載させていただいております。うち５件の賛成意見のほか、利

用者負担が増すということでの反対意見はございましたが、記載の考え方のとお

り、改正の趣旨をご理解いただきたいと考えておるところでございます。 

 以上が、目次でいいますと３ページまでの諮問書、改正の概要、それから、意

見募集において提出された意見及びそれらに対する考え方について、簡単に説明

をさせていただきました。 

 詳細につきまして、４の説明資料を用意させていただいていますので、それに

ついてご説明をさせていただきます。１５ページをご覧ください。 

 最初は、先ほど申し上げました消費税率引き上げに伴う公共料金等の改定に係

る、昨年１２月２７日の物価担当官会議の申し合わせの内容でございまして、こ

こにございますように、公共料金等の改定申請がなされる場合には、税負担の円

滑かつ適正な転嫁を基本として対処するとされておるところでございます。 

 また、郵便料金につきましては、１６ページ以降でございます。郵便料金の改

定に関する制度上の仕組みや参照条文が１６ページ、１７ページ、１８ページに

ございます。これも先ほどご説明したこととダブりますので、省略させていただ

きます。 

 １９ページに進ませていただきまして、これまでの主な郵便料金の推移と過去

の消費税率引き上げ等の関係でございます。基本的には、転嫁をしてきておると

ころでございますが、平成９年４月の消費税が３％から５％に引き上げの際には、

据え置いた経緯がございます。これは当時、民営化前の国営で、収支相償の原則

がございまして、平成６年のときに大幅な引き上げの影響もあり、累積の利益額

が相当程度な規模にあったことが、平成９年当時に据え置いた理由でございます。
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しかし、現在は、日本郵便株式会社は日本郵政株式会社の１００％子会社ではご

ざいますが、各種の税金を支払う株式会社となっており、事情が変わってきてお

ります。日本郵便株式会社の経営状況につきましては、後ほど簡単にご説明しま

すが、前回、平成２６年のときにも８％のときには適正に転嫁をしてきておりま

して、同様に、今回も適正に転嫁をしたい意向であること等を、日本郵便株式会

社でも表明しておるところでございます。 

 次の２０ページにいっていただきまして、仮に、今回の引き上げに伴い転嫁し

た場合の税負担の増加額でございます。日本郵便株式会社が、２０１７年度の郵

便物数をもとに調整をして、試算をしたものでございますが、若干見にくいかも

しれませんが、下の棒グラフです。８％から１０％に上がりますと、この結果、

約２６０億円の追加負担額が発生するということでございます。 

 今回の省令改正案が認められますと、日本郵便株式会社としましては、この

２６０億円を適正に転嫁すべく、第一種郵便物、第二種郵便物の届出、それから、

第三種郵便物、第四種郵便物の認可申請をしたいと、聞いておるところでござい

ます。 

 具体的な金額につきましては、政府方針に則り、先ほど申し上げましたように、

適正な転嫁をするということでございますので、机上に、別紙で試算を配らせて

いただいております。端数つきの数値となるわけでございますが、これらを四捨

五入などの適正な端数処理をし、全体として１０８分の１１０となるような金額

に調整した上で、届出等が行われるであろうと、こういうふうに考えているとこ

ろでございます。 

 いずれにしましても、その際には、正式な認可申請案件につきましては、改め

まして当審議会に諮らせていただき、届出案件につきましてもご報告をさせてい

ただくものでございます。 

 次に、２１ページ以降でございますが、現在の郵便物数の状況とか収支の状況

について、あわせて簡単にご説明をさせていただきます。 

 郵便物数は、ご覧のように減少傾向でございまして、２２ページにもございま

すが、日本郵便株式会社は２０１７年度の郵便事業単独の収支を公表してござい

ますが、若干の黒字は確保してきておるところでございます。しかし、日本郵便

株式会社が公表している試算によれば、さらに、２３ページになりますが、この
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ように減少傾向が続いていきますと、２０１９年度以降は、事業収支がマイナス

に落ち込んでいくということを見込みとして発表しております。 

 これにつきましては、日本郵便株式会社としても、機械化等による業務の効率

化、合理化施策、これは、２４ページ、２５ページにポンチ絵を含めて記載をし

ておりまして、機械化等による業務の効率化等を展開してきておるところでござ

いますが、そもそも郵便事業は、２０１７年度の数値を見ましても、売上高、人

件費率は６０％を超えている状況、労働集約的な構造でございます。さらに、昨

今の人手不足とか、さらなるコスト削減が非常に厳しい状況になっているという

話を聞いておるところでございます。 

 そういうこともありまして、さらに、２６ページ以降になりますけれども、今、

情報通信審議会におきまして、郵便サービスのあり方に関する検討を行っておる

ところでございます。その中で、日本郵便株式会社からは、配達頻度の見直し、

具体的には、土曜日配達の休止。それから送達日数の緩和、今は、原則３日以内

の送達ということを郵便法令上、定めておりますが、これを緩和するといった要

望が出されてきておるところでございまして、これについては消費者への影響が

ないかどうかも含めて、情報通信審議会で議論を重ねているところでございます。 

 仮に、今、申し上げましたような制度の見直しが達成されますと、会社の試算

によれば、２７ページ、２８ページにありますが、土曜日の配達の廃止とか、そ

ういったことがございまして、合計で６２５億円の人件費及び物件費のコスト削

減効果が見込めるという発表がございました。 

 いずれにしましても、このような経営状況にある中、日本郵便株式会社としま

しては、先ほど申し上げましたように、消費税につきましては適正な転嫁をした

いとのことでございます。 

 最後に、スケジュールでございます。案としましては、仮に今回の諮問案件を

お認めいただけますと、その後、政府内の物価問題に関する関係閣僚会議に了承

を求める予定としております。それを受けて、当規則の改正を行いたいと思って

おります。その後、日本郵便株式会社からは改めて新料金の認可申請、届出等を

受けます。認可につきましては、当審議会にお諮りすることとなりまして、順調

にいけば、予定では１０月１日から新料金の適用と、そういったスケジュールを

想定しておるところでございます。 
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 以上でございます。ご審議をよろしくお願い致します。 

○樋口分科会長 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご意

見、ご質問はございませんか。 

 佐々木委員どうぞ。 

○佐々木委員 ご説明、ありがとうございました。 

 質問と感想がございます。 

質問は、値上げをすることによってかかるコストが色々あると思いますが、

２円値上げすることで、例えば表示の変更や新しい切手の印刷の準備が必要と思

いますが、それらがどの程度の作業規模になるのか。 

 感想として、色々な意見が寄せられていますが、郵便の料金のあり方等、別の

機会に、このような議論を行うことも必要ではないかと思いました。 

○樋口分科会長 どうぞ。 

○藤田郵便課長 最初のご質問の件でございますが、まず、利用者の観点からい

いますと、既に２円、もしくは１円上がるところもあるかと思いますが、１円、

２円の切手は既に発行されておりまして、当然、新料金の切手も発行しますし、

古い切手に追加して張れるような切手も発行する予定だと聞いています。このよ

うな端数が出たことは、今回が初めてではございませんので、過去にも端数のあ

った時代もございました。それに備えて、日本郵便株式会社としても十分な端数

対策、それから周知、そういったものをしていくと聞いております。当然、料金

が足りない部分は、料金の追加をお願いするような手続きはあろうかと思います。 

○佐々木委員 わかりました。ありがとうございます。 

○樋口分科会長 よろしいでしょうか。 

 そのほかにご質問、ご意見はございませんか。よろしいですか。 

○多賀谷委員 よろしいですか。 

○樋口分科会長 多賀谷委員どうぞ。 

○多賀谷委員 この意見に、葉書のことが書いてありますが、葉書については、

今回は値上げをしないということですか。 

○藤田郵便課長 今回は、省令上、上限金額が設定されているのは葉書ではなく

て、言ってみれば、封書の８２円が、今、上限になっておりまして、葉書はそれ

以下にしろということで、葉書については上限金額の８２円より下であればいい
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ということになっています。 

 実際、葉書についても、これから、上限を上げた後に、本当に８４円にするの

か、葉書はその下の、今の６２円を６３円にするのかといった具体的な数字は、

この後、日本郵便株式会社から届け出があって、なされることになります。 

○多賀谷委員 分かりました。 

 もう１つ、赤字の種類による幅ということです。第三種が６１億円となってい

ますが、これは聞きにくいですけれども、これは将来的にどうしますか。 

○藤田郵便課長 それについては、このような審議会の場でも、過去にも議論を

していただいたことがあります。元々の制度としましては、第三種郵便物と、あ

と第四種郵便物は無料のものもございますけど、政策的に安い料金で提供すると

いうことで、日本郵便株式会社として対応していただいている。確かに、今、マ

イナスの状況でございますが、その下にあります特殊の扱いの料金が黒字になっ

ておりまして、合計すると、全体としては黒字を確保できているということでご

ざいますが、確かに、第三種郵便物、第四種郵便物の赤字をどうすればいいかと

いう問題は、このまま継続するのかも含めて、過去にも議論になっておりますし、

それは、また、どうすればいいかというのは、今すぐに結論は出ませんといった

状況でございます。 

○多賀谷委員 この意見の中に、新聞は、軽減税率云々と書いてありますから、

公益的な判断として難しい話だと思ったところです。 

○藤田郵便課長 そうです。それは明治以来、公益的に新聞の普及ということで、

安く、低料金ということで扱ってきておりまして、そこは日本郵便株式会社もそ

のことを理解しており、継続してやってきていた。ただ、新聞につきましては、

現在、第三種郵便を使って日刊紙を配達しているのは約３万部です。ロットとし

ては特別大きいわけではございませんので、全体の中で吸収してやっているとい

う状況です。 

○多賀谷委員 論理的にいうと、新聞料金は、軽減税率ですので。 

○藤田郵便課長 軽減税率の話ですか。すいません。 

○多賀谷委員 第三種だけは、軽減税率だという議論があり得るだろうと思いま

す。そのような意見が出ていたみたいですが、それはここで決める話ではないと

思いますが。 
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○藤田郵便課長 はい、新聞は軽減税率となっていますが、郵便料金は別に、昔

からここは消費税を課税している。 

○多賀谷委員 もともと軽減措置していて、消費税は課税されているわけですよ

ね。 

○藤田郵便課長 今度、導入される軽減税率には、日刊紙の軽減税率が適用とな

ります。 

○多賀谷委員 そうではなくて、郵便料金全体に税率が８％から１０％ではなく

て、新聞についてもかかるわけですよね。 

○藤田郵便課長 新聞についてですか。新聞を配達するときです。 

○多賀谷委員 配達することについてはかかる。 

○藤田郵便課長 当然かかってくる。今、１通４１円とか５０何円で、低料で配

達をしていますが、それには当然かかってきます。 

○樋口分科会長 サービス料金に対する増税の。 

 そのほかにご意見はございますか。よろしいでしょうか。 

 ご意見がございませんでしたら、諮問第１１８１号については、諮問のとおり

改正することが適当である旨、答申をすることにしてはいかがかと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○樋口分科会長 それでは、そのように答申をすることと致します。 

 続きまして、諮問第１１８２号「ＥＭＳ標準覚書への適合に伴う国際郵便約款

の変更の認可」について、総務省から説明をお願い致します。 

○北神国際企画室長 国際企画室長の北神でございます。よろしくお願いします。 

 諮問第１１８２号について、資料６１－２により、ご説明をさせていただきま

す。 

 本件は、日本郵便が提供する国際郵便サービスは幾つかございますが、そのう

ちのＥＭＳにつきまして、今後、日本郵便が、ＵＰＵを採択するＥＭＳ標準覚書

を締結する予定でして、これに伴って主にＥＭＳのサービス改善がなされる予定

ですので、これに伴う国際郵便約款の変更申請についてご審議をいただくもので

ございます。 

 おめくりいただきますと、次のページは諮問書でして、その次のページに審査
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結果がございます。これから具体的に内容のご説明をしますが、郵便法の規定に

照らして、認可することが適当であるとの審査結果でございます。 

 それから、次のページが、これは変更認可申請書でございまして、次がそれに

ついての新旧です。右側が改正したい内容になります。 

 具体的には、次の説明資料でご説明を致します。説明資料を１枚おめくりいた

だきまして、第１が郵便約款の認可です。これは、手続上、審議会の諮問が必要

だということで、具体的な内容は、第２の「日本郵便株式会社からの申請の概

要」でございまして、先ほど、ＥＭＳ標準覚書を採択して、これに日本も締結予

定でございますけれども、これに伴いまして、１つは、３行目以降にございます、

ＥＭＳの追跡請求の受理期間が、通常郵便物及び小包郵便物の調査請求受理期間

と同じ、今までは差し出しから起算して６カ月以内としていましたが、ＥＭＳ標

準覚書の請求の受理期間については、差し出しの日から４カ月以内とされていま

して、これはサービス改善に伴って状況が変化している中でということですが、

一つは、この約款変更申請をしているということでございます。 

 それから、次に、サービス改善の部分で、まず、こちら（資料P7）で説明をし

ますと、今までについては、日本から発送した後、ＥＭＳが日本から相手国に入

った後は、取り戻し請求とか宛名変更請求、あと、ＥＭＳを亡失したとき等の求

償とかはできなかったのですが、今後は、これができるようになるということで

ございます。 

 実施予定期日は、３にありますとおり、令和元年１０月１日となっております。 

 改善のところは、もう少しわかりやすくご説明をしますと、第３「審査結果」

は同じで、参考資料を１つめくっていただきまして、パワーポイント（資料P10）

がございます。「改正前」というところを見ていただきますと、国際郵便は通常

の国際郵便と小包、それからＥＭＳの３種類がございまして、途中に引いてある

青い線が国境線だと思っていただきますと、ＥＭＳについては、これまでは国境

のところ、国際郵便局、日本から海外へ国境を越えていくところの過程が終わり

ますと、利用者は取り戻し請求とか宛名変更、または訂正請求を行うことはでき

なかったのですけれども、今後は、「改正後」ということで下を見ていただきま

すと、そういう段階を越えても、取り戻し請求等を行うことができる場合がでて

くるという点で、ＥＭＳについてサービス改善が行われるという、これが一番大
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きい変更でございます。 

 以上が、今回の約款変更申請の内容でございます。 

 ご審議いただきたく、よろしくお願い致します。 

○樋口分科会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。よ

ろしいでしょうか。ご意見等はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、諮問第１１８２号については、諮問のとおり認可することが適当で

ある旨、答申をすることにしてはいかがかと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○樋口分科会長 それでは、そのように答申をすることと致します。 

 最後に、諮問第１１８３号「万国郵便条約施行規則改正に伴う国際郵便約款の

変更の認可」について、総務省から説明をお願いします。 

○北神国際企画室長 引き続き、私からご説明をさせていただきます。 

 今度は、資料６１－３でご説明を致します。こちらも、最初に一言で申します

と、国際小包につきまして、この４月に、ベルンで、万国郵便条約の施行規則が

ございまして、こちらが、理事国が集まって改正されたことに伴いまして、国際

小包が、ラベルの問題ですが、配達不能となった場合の取り扱いの、後に詳しく

ご説明しますが、ラベルの記載等が変更になることに伴いまして、これも国際郵

便約款の変更申請について、ご審議をいただくものでございます。 

 それで、おめくりいただきますと、先ほどと同じように諮問書があって、審査

結果、これも郵便法の規定に適合しているのではないかとの審査結果で、次が申

請書で、新旧対照となっております。 

 こちらにつきましても、説明資料の「郵便約款変更の認可について」（資料

P5）で、ご説明を致します。おめくりいただいて、これも先ほどと同じ構成で、

第２の右下のほうでございますけれども、「申請概要」を見ていただきますと、

小包郵便物の利用条件ということで、差出人が小包郵便物の差し出しの際に、途

中で何らかの理由で小包郵便物の配達ができなくなったときの取り扱いについて、

今は返送とか転送などがラベルに記載されていますが、返送する場合は、今、速

やかに返送、一定期間満了後に返送とか書いてありますが、実務上、一定期間満

了したら返送する取り扱いになっていますので、後ほど、ラベルそのものもごら
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んいただきますが、ここは返送という形でシンプルに書くことによります。 

 次に、転送については、今までラベル上に転送先の、転送のイメージとしては、

実際に出すところの第一住所のようなところに届かなかった場合は、別荘か何か

わかりませんが、こちらの違うところに届けてくださいというのを、ラベル内に

書いていたのが混乱を招いたということで、それはラベルの外に書く形にすると

いうもので、これは来年２月１日の発効でございます。 

 こちらも、参考資料の、おめくりいただいて、参考２という、実際のラベルが

書いてある、黄色い枠で囲っていますけれども、これが今のもので、改正後のも

のが次のページです。改正後のものは、まだ日本語のものがないので英語になっ

ていますが、日本語が書いてあるものを見ていただきますと、①、②、③で速や

かに返送で、②が期間満了後に返送となっていますが、これは取り扱い上、一定

期間が満了したら返送するというのが各国の実情になっていますので、リターン

という返送届けを書くと。今は、③で転送となっているものについては、住所と

かも、非常にここが狭くて、ここに書くのも大変だということで、もし転送を希

望する場合にはラベルの外に書く形で、ラベルの内容は約款に書いてあるもので

すから、それを次のページにように、「Return to sender」という、結局、転送

するのかどうかという話だけを書いて、「Treat as abandoned」というのは、着

かない場合は破棄してくださいということですが、基本的には返送してください

ということが多いと思います。仮に、異なる第２の住所に転送する場合には、こ

のラベルの外に書いてくださいという形で、取り扱いを変更すると。非常に実務

的なものですけれども、そういった変更申請になります。 

 こちらについても、ご審議をよろしくお願い致します。 

○樋口分科会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○多賀谷委員 変更については、異論はありませんが、追跡調査の場合、小包あ

るいはＥＭＳを追跡する場合に、日本国内に来たもの等を、郵便局としては、あ

る郵便物がある郵便局から宛先へ送られたということを、データとして持ってい

ると理解してよろしいでしょうか。 

○北神国際企画室長 データとしては、最終的には日本郵便さんになりますが、

私の理解としては、最終的に着いたかどうかというのは、直ちに全部がデータと
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して入っているかどうかというよりは、ここでいう追跡調査というのは、追跡を

依頼すると、その依頼を受けて、日本郵便が、まず、相手がアメリカであればＵ

ＳＰＳとかに問い合わせて、それで実際に着いたかどうかを調査した上で、返答

するということで、日本郵便さんは持っていると思いますが、相手方の国が直ち

にそれをデータとして持っているのかどうかというのは、調査してみなければわ

からないという仕組みになっているかと思います。 

○巻口郵政行政部長 よろしいでしょうか。補足的ですが、データのやりとりと

いうのは、各国の郵政庁ともに非常に力を入れて取り組んでいます。ＵＰＵでも

取り組みをしているということで、今、室長が申し上げたとおり、既にバーコー

ドで、飛行機に乗っている間とか船に乗っている間は難しいかもしれませんが、

今、どこの郵便局を通過しましたと。配達局に届きますとか配達に出ていますと

いったものは、常に表示できるようになっていますから、当然、郵便局はそうい

うデータを持っているということでございます。 

 それに基づいて、ここにあるはずだけど、本当にあるのかとか、届かないけど、

どうなっているのかという調査ができるという形になっていると思います。それ

から、データを先に送って、通関手続を事前に、よりスムーズに行えるようにす

る取り組みとか、そういったものについても、ＵＰＵを中心にいろんな議論が進

んで、取り組みは進んできていると、我々は理解をしております。 

○樋口分科会長 ありがとうございました。 

 そのほかにご意見、ご質問はございませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 すごく基本的なことで、すみません。今回の変更は、万国郵便連

合の理事会での条約改正がもとにあるということで、よろしいですか。 

○北神国際企画室長 万国郵便条約の大もとの条約と規則と２種類ございまして、

今回は、こういった非常に実務的な内容ですので、規則の改正でございます。条

約は、国会の手続が必要ですが、今回は規則ですので、その理事会で最終決定を

することができると。それに伴う約款変更申請になります。 

○佐々木委員 そうすると、今回、この改正がなされて、加盟している国は、各

国、合っていないところは合わせるという運用になるのですか。 

○北神国際企画室長 おっしゃるとおりで、ＵＰＵで規則改正がなされますと、
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通常は国内法上の体系でそれをしっかり担保することになります。日本では、こ

ういった形で約款変更申請を受けて、審議会で答申をいただいて、大臣が認可す

るという手続を踏んでおりますし、似たような手続をとっているところも多いと

思いますが、具体的にどういうふうに国内法に落としているか、反映させている

かというのは、各国の法制度によると考えております。 

○佐々木委員 わかりました。ありがとうございます。 

○樋口分科会長 そのほかにございませんか。よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問第１１８３号については、諮問のとおり認可することが適当で

ある旨、答申をすることにしてはいかがかと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○樋口分科会長 それでは、そのように答申をすることと致します。 

 以上、用意されました審議議題は終了しましたけれども、この際、各委員から、

郵政事業、信書便事業に関して、ここで何かご意見を提起したいことがございま

したら、お出しいただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、事務局から何かございますか。 

○事務局（佐藤） 次回の日程でございますが、７月１９日金曜日を予定してお

ります。詳細につきましては、別途、ご連絡を差し上げますので、よろしくお願

い致します。 

○樋口分科会長 それでは、以上で、本日の会議を終了することと致します。 

 本日は、ご出席いただきましてありがとうございました。 

 

閉 会 

 


